
 

1 
 

具体的な方策の例について 

 
 
 取組の基本的方向性を踏まえ、厚生労働省及び関係機関による水質検査の信頼性確保に

関する具体的な方策の例を以下に示す。 

 
（１）水道事業者等が水質検査機関に委託する際の取組に関する事項 

 
○ 水道事業者等が水質検査を検査機関に委託する際に、水質検査が適切に行われるよ

うに、水道法 20 条第 3 項に基づく、水道事業者等の 20 条機関等への委託に関する条

件を明確化する。 
・ 水道事業者は、水質検査を自ら実施する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣

の登録を受けた者と直接契約を行うこと。 
・ 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項について

の条項が含まれること。 
  検査項目 

検査回数 
  検査時期 
  委託料 
  試料の採水若しくは運搬も含めて委託する場合はその方法 
  検査項目毎の検査方法 
  提出書類   
  臨時検査の取扱い 
  水質検査結果の確認方法 
  水質検査を実施できなくなった場合の取扱い 
・ 委託契約書をその契約の終了の日から 5 年間保存すること。 
・ 委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。 
・ 水質検査を実施する者が、試料を採取した後に、速やかに試験を開始できる水

質検査機関に委託すること。 
・ 試料採取を自ら行う場合、水質検査機関が速やかに試験を開始できるように、

採取した試料を水質検査機関に速やかに引き渡すこと。 
・ 水質検査の実施状況を提出書類等により確認を行うこと。 

 
○ 水道事業者等が定める法施行規則第 15 条第 7 項に基づく水質検査計画において、

第五号の水質検査を委託する場合における委託の内容を、委託契約書の条項に沿って

明確化し、公表する。 

 
○ 水道事業者等の水質検査に関する能力に応じた、水道事業者と水質検査機関に委託
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する際の入札条件例や特記仕様書例を作成する。（日水協作業会合検討案は別添） 

 
○ 水道事業者等の水質検査に関する能力に応じた、水道事業者が検査時に確認すべき

事項のチェックリストの作成（日水協作業会合で検討中） 
  ・契約内容のチェックリスト事項 
   採水方法、検査方法、試料搬送方法、試料保管方法、検査結果報告書、検査機器、 

精度管理 等 
  ・水質検査項目毎の検査内容のチェックリスト 

 
○ 水質検査の実施内容に応じた、水質検査に必要な費用を見積もるための標準歩掛かり

の作成（日水協の作業会合で今後検討） 

 
○ 水質検査のノウハウを持った職員が不在若しくは少ない中小水道事業体職員を対象

に、水質検査委託の際の契約手続き、検査内容の確認や水質検査計画に基づく検査の

省略や検査回数の削減に対する研修事業の実施 

 
○ 緊急時に、中小水道事業者が状況に応じた水質管理上の助言や支援を迅速に得られる

よう、厚生労働省や都道府県等水道行政担当部局との連絡体制の確保はもとより、近

隣の大規模な水道事業者との水質管理に係る連携ネットワークの形成を図る。 

 
○ 安全な水を持続的に供給する上で、水道事業者として必要な技術基盤を確保、維持す

ることが基本であることにかんがみ、水質検査の共同化、水質管理体制の一体化など、

近隣の水道事業者間で様々な水道広域化の促進。 

 
 
（２）登録検査機関の水質検査に関する事項 

 
○ 水道法施行規則第 15 条の 4 に基づく水質検査機関の検査方法について、基本的な

検査の実施行為を追加 
 ・ 登録検査機関は、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項についての検査

は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法により行う。 
・ 登録検査機関は、水質基準に関する水質分析を、原則、別の者に委託して行わな

いこと。（※ 機器の故障による代替措置、水質基準項目以外の検査の取扱要検討） 
  ・ 登録検査機関は、内部精度管理を実施するとともに外部精度管理調査（国又は都

道府県等が行う精度管理に関する調査をいう。）を受けること。 
  ・ 登録検査機関は、検査実施標準作業書に従って、水質検査に関する作業を行うこ

と。 
  ・ 登録検査機関は、試料取扱標準作業書に従って、試料の採取、運搬、受領及び管
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理を行うこと。 
  ・ 登録検査機関は、試薬等管理標準作業書に従って、試薬等の管理を行うこと。 
  ・ 登録検査機関は、機械器具保守管理標準作業書に従って、機械器具の保守点検を

定期的に行うこと。 
  ・ 信頼性確保部門につき、信頼性確保部門者が置かれていることのみならず、内部

監査、精度管理等の業務を行うよう改定 
  ・ 標準作業書の作成について、試料取扱標準作業書の記載すべき事項に、試料の採

取方法、試料の運搬方法を追加する。 

 
○  試料取扱標準作業書において、試料の採取方法、試料の運搬方法を記載すべき事項

に追加し、以下の内容を標準作業書として記載させるよう、水質検査機関の登録制度

の手引きを見直す。 

 
【試料の採取方法】 
・ 検査員が行うことを明示する。 
・ 水質基準項目毎の、原水、浄水場の浄水、給水栓等の採取先に応じた採水方法・ 
注意事項（共洗い回数、採水量、採水口の消毒、揮発性物質用採水等）を明示する。 

・ 水質基準項目毎の試料の採水容器の材質及び容器、添加する試薬、添加量及び添

加のタイミング（事前に容器に添加しておくのか、採水後添加するのか。）を明示

する。 
・ 採水後の試料の保管方法を明示する。 
・ 試料の採水時の時刻を記録することを明示する。 
・ 委託者が試料採取する際の採取方法の指示内容を明示する。 

 
【試料の運搬方法】 
・ 試料を自ら採取して、検査施設まで運搬する場合の運搬方法・注意事項及び主体 

を明示する。 
・ 試料を委託者が採取して、検査施設までの運搬を検査機関が受託する場合の、運

搬方法・注意事項及び主体を明示する。 
・ 試料を委託者が採取、検査施設までの運搬を実施する際に、運搬方法の指示内容

を明示する。 
・ 試料の採取場所の地域に応じて試料の採取場所から検査施設までの運搬について、

速やかに分析開始が可能な手段を明示する。 
・ 試料の運搬に関する試料採取場所からの出発時刻と検査施設への到着時刻の記録

を明示する。 
・ 検査法公定法に定める時間内に試料が運搬できなかった場合の措置を明示する。 

 
○ 検査法公定法について、遵守すべき基本的な作業内容を明確化する。 



 

4 
 

・ 試料採取から分析までの時間の明確化 
・ 空試験の実施 
・ 検量線濃度範囲、点数の明確化 
・ 連続試験の際に、適切な濃度の標準試料の差し込み分析 等 

※ 具体的内容は、水道水質検査法検討会で検討 

 
○ 登録検査機関が保管すべき事項として、水道法施行規則第 15 条の 10 第 2 項に基づ

く帳簿の備え付け事項に以下の書類を追加する。 
・ 試料採取、運搬から分析までの各検査工程の内容 
・ 試料採取から運搬までの開始日時と終了日時 
・ 分析開始から終了までの開始日時と終了日時 
・ 試料を自ら採取した場合の試料採取を行った検査員の氏名 
・ 水質検査の結果の根拠となる書類（クロマトグラム、検量線データ、濃度計算書） 

 
○ 登録検査機関の自主的取組の促進 

・ 倫理規範や業務要領の制定と普及 
・ 検査員の水質管理や検査方法に関する知識と技能の向上のための研修 

 
 
（３）登録水質検査機関への指導監督に関する事項 

 
○ 登録及び更新の審査時における水質検査を行う区域の審査の強化 
 標準作業書に試料採取及び運搬に関する事項を追加することを踏まえ、当該標準作業

書に示される試料採取方法及び運搬方法に従って行うことを前提に、試料の採取から検

査の実施まで登録検査機関が責任を持って速やかに検査を行うことができる区域である

ことを説明できる地域を区域として認める。 
 このため、登録申請時に添付する書類として水道法施行規則第 15 条の 2 第八号に「水

質検査を行うことを予定している区域及び当該区域内において標準作業書に示される試

料採取方法及び運搬方法に従って速やかに検査を行うことが示される書類」を添付する

よう見直しをする。 

 
○ 水質検査業務規程の検査料金、受託件数上限の根拠の把握 
登録検査機関の水質検査業務規程の届出の際に、当該検査機関が徴収すべき検査料金

や受託できる件数上限を明確にするため、水道法施行規則第 15 条の 6 第 1 項に水質検

査業務規程の届出に関する申請にあたって、水質検査に関する料金の額の算定に関する

資料及び受託件数上限の算定に関する資料を添えて厚生労働大臣に提出するよう見直し

をする。 
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○ 水質検査機関の受託実績の把握 

登録検査機関の登録更新時に提出する書類について、登録検査機関の水質検査の受託

実績を把握するため、水道法施行規則第 15 条の 3 において、水道水の水質検査の受託

実績に関する資料も含めて提出するよう見直しをする。 

 
○ 登録検査機関の日常検査に対する厚生労働省の検査の強化 
水道事業体が水質検査機関に委託する際に水質検査結果の信頼性を確認するため、通

常の日常業務においても適切な精度を確保して調査を実施しているかを確認する調査を

行う。具体的には、抜き打ち検査を実施し、水質検査の検体のクロスチェックを行う方

法や、登録検査機関の検査データを確認する方法が考えられる。 
当該調査結果について、有識者検討会に提出し、その結果の評価及び改善点を示し、

その結果に基づき、厚生労働省が登録検査機関の指導監督を行う。 
水質検査機関の指導監督を効果的に実施するため、日常検査の調査対象となる水質検

査機関は、水質検査に問題が生じる可能性のある水質検査機関（検査施設の規模と比較

して受託件数が多い水質検査機関、運搬体制と比較して営業区域が広域的である水質検

査機関、検査料金が業務規程と比較して安い水質検査機関、外部精度管理調査において

適切な是正措置が講じられていない水質検査機関）の中から重点的に選定する。 

 
 ○ 外部精度管理調査の見直し 

・ 自主的な精度管理向上に着目 
・ 「調査対象項目の一部でも自己検査できる水道事業体や地方自治体の検査機関」

を調査対象 
・ 調査を受ける検査機関数の増加に対応すべく標準試料の実費購入制を導入 
・ 標準試料の検査結果のみによる階層化評価について、是正措置の着実な実施も評

価に含める等見直す。 
※ 具体的内容は、水道水質精度管理検討会で検討 
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水質検査精度を上げるための水質検査に関する特記仕様書等案 

 

 平成22年7月1日 

日本水道協会 検査ｾｲﾄﾞﾁｰﾑ 

 

Ⅰ．入札条件の設定 

 入札にあたり、先ず、下記資料の提出を求め、応札する水質検査機関が一定レベル以上にあると

ともに試料採取後速やかに検査を実施することができることを確認する。 

 

１）入札前に受領しておく書類等 

① 品質管理システム等の取得状況に関する書類（水道GLP、ISO/TEC17025、ISO9001、外部精度管

理調査結果 等） 

 

② 水質検査に関わる最新の水質検査業務規程、並びに標準作業書（検査実施標準作業書、試料取扱

標準作業書、試薬等管理標準作業書及び機械器具保守管理標準作業書） 

注）発注者は、「ＳＯＰチェックリスト」により内容の充分さを確認する。 

 

③ 定量下限値一覧表 

注）発注者は、「内部精度管理・定量下限値チェックリスト」により内容の充分さを確認する。 

 

④ 試料の運搬手段及び経路 

注）発注者は、「運搬方法チェックリスト」により手段及び経路の充分さを確認する。 

 

 

Ⅱ．特記仕様書の作成 

特記仕様書は以下の内容とし、より具体的に記載する。 

 

 

特記仕様書 

 

件 名  給水栓等水質検査業務委託 

 

第１ （基本事項） 

１ 目的 

本委託業務は、給水栓水等の水質検査を目的とする。 

 

２ 適用範囲 

本仕様書は、○○県○○市・・・（以下「甲」という）が委託する「給水栓水等の水質検査業

務委託」に関し、甲及び受託者（以下「乙」という。）が遵守すべき事項を示すものである。 

 

３ 業務の委託期間 

資料３別紙 
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平成○年４月１日から平成○年３月３１日までとする。 

 

第２ （一般事項） 

  １ 法令等の遵守 

   乙は、業務の遂行にあたり関係する法令等について、これを遵守する。 

   

２ 機密の保持 

   乙は、業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 

 

３ 契約期間  平成○年４月１日から平成○年３月３１日まで 

  

４ 履行場所  ○○県○○市… 

  

５ 再委託の禁止 

 原則として、水質検査を受託した検査機関においては、自ら水質検査を実施する。   

注）原則とは、機器の故障等による場合に限定する。 

 

６ 手続き等 

   乙は、業務の遂行上必要な手続き等は、乙の負担で行う。 

   

７ 疑義について 

この仕様書に定めのない事項、又はこの仕様書について疑義が生じた場合は、甲、乙協議す

る。 

 

第３ （採水） 

１ 給水栓水質検査（定期の水質検査） 

 （１）検査項目及び検査頻度 

   注）別紙に例を添付 

 （２）採水日程 

   注）別紙に例を添付 

（３）採水地点 

注）別紙に例を添付 

（４）試料容器の準備 

ア 乙は、別紙の検査項目に対し、別紙の採水地点ごとに別紙に示す採水容器を用意する。 

イ 採水容器の洗浄については、乙の責任において十分に行う。 

（５）採水方法等 

ア 別紙（採水の手引き）のとおり。 

注）採水者・採水方法チェックリスト参照し作成する。 

    イ 採水時に異常が認められた場合は、直ちに甲にその内容を報告する。 

（６）試料の運搬 

試料は、クーラーボックス等に入れ氷冷し、破損防止の措置を施して運搬する。 
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ただし、採水後、検査機関までの搬入時間は12時間以内とする。 

 

２ 原水水質検査（検水栓が無い場所での採水を想定） 

（１）検査項目 

   注）別紙に例を添付 

 （２）採水日程 

    ○月のうち、甲が指定した日。 

（３）採水地点 

注）別紙に例を添付 

（４）試料容器の準備 

ア 乙は、別紙の検査項目に対し、別紙の採水地点ごとに別紙に示す採水容器を用意する。 

イ 採水容器の洗浄については、乙の責任において十分に行う。 

（５）採水方法等 

ア 別紙（採水の手引き）のとおり。 

注）採水者・採水方法チェックリスト参照し作成する。 

    イ 採水時に異常が認められた場合は、直ちに甲にその内容を報告する。 

（６）試料の運搬 

試料は、クーラーボックス等に入れ氷冷し、破損防止の措置を施して運搬する。 

ただし、採水後、検査機関までの搬入時間は12時間以内とする。 

 

３ 臨時の水質検査及び水道法第１８条に基づく水質検査 

（１）検査項目及び検査頻度 

    検査を行う項目については、甲乙協議のうえ決定する。 

注）検査項目については、別紙を参考にするとよい。また、検査費用は検査項目ごとに単価契約を行うとよい。 

 （２）採水日時及び採水地点 

    甲が指示する日時、地点で採水を行う。 

（３）試料容器の準備 

ア 乙は、別紙の検査項目に対し、別紙の採水地点ごとに別紙に示す採水容器を用意する。 

イ 採水容器の洗浄については、乙の責任において十分に行う。 

（４）採水方法等 

ア 別紙（採水の手引き）のとおり。 

注）採水者・採水方法チェックリスト参照し作成する。 

    イ 採水時に異常が認められた場合は、直ちに甲にその内容を報告する。 

（５）試料の運搬 

試料は、クーラーボックス等に入れ氷冷し、破損防止の措置を施して運搬する。 

ただし、採水後、検査機関までの搬入時間は12時間以内とする。 

 

第４（検査方法） 

１ 水質検査等 

 （１）検査方法 

検査方法は、水質基準項目については「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大
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臣が定める方法」（平成15年厚生労働省告示第261号(最近改正版を使用)、残留塩素につい

ては水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結

合残留塩素の検査方法（平成15年9月29日厚生労働省告示第318号(最近改正版を使用)、

水温については「上水試験方法」（最新版）により行う。 

 （２）現場での測定 

 水温、残留塩素は現場で測定を行うこと。そのための計器、器具は乙が準備をする。 

（３）数値の取扱い 

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理にお

ける留意事項について」（厚生労働省水道課長通知 平成15年10月10日健水発第1010001

号）に基づき実施する。 

（４）速報値の報告 

ア 給水栓水及び原水の水質検査結果については、採水日から一週間以内に報告する。 

イ 水道法第１８条に基づく水質検査結果については、甲の指示する日までに報告する。 

ウ 水質検査結果が水質基準値を超えた場合は、水質検査項目ごとに直ちに甲に連絡する。 

（５）再検査 

甲は、水質検査結果等に疑義が生じた場合は、再検査を指示することができるものとする。

この場合の費用は、甲乙協議のうえ決定する。 

（６）器具類 

水質検査に使用する器具類は、検査に影響を与えないよう十分に洗浄したうえで使用する。 

注）洗浄方法については「上水試験方法」による。 

（７）報告書の作成 

ア 報告書には検査結果及び検査方法を記載する。 

イ 検査結果以外にも、分析条件、検量線(相関係数も含む)及びクロマトグラム等を添付

する。 

注）添付を必要とする分析機器 

ガスクロマトグラフ質量分析計、イオンクロマトグラフ装置、原子吸光光度計、水銀分析計、 

誘導結合プラズマ発光分光分析装置（質量分析装置を含む）、高速液体クロマトグラフ装置 等 

ただし、原簿の提出を求める。 

  

２  検査結果の信頼性確保 

乙は、次の各項目に留意して検査結果の信頼性確保に努める。 

 

(１) 検査体制の整備 

   水質検査結果は、検査担当者等による相互のチェックを必ず行う。 

（２）作業記録 

乙は、実際の作業においても、標準作業書に沿った記録を行い、甲の要請に応じ提出する。 

(３) 機器の整備 

乙は、分析に使用する器具、機械及び装置について、その使用に支障がないように整備す

る。また、常に適正な分析値が得られるよう、機器の自主点検を徹底するとともに、必要な

定期点検を遅滞なく受ける。 

(４) 内部精度管理の実施 
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   内部精度管理項目として相応しい水質検査項目について、年に一回以上、及び検査担当者

が変更するごとに実施し、甲の要請に応じて提出する。 

注）「内部精度管理・定量下限値チェックリスト」により内容の充分さを確認する。 

(５) 検査試料の保存及び廃棄 

検査試料の保存期間は、その期間の短縮について甲の指示又は了解があった場合を除いて、

試料の採水日から１ヶ月間（土曜日、日曜日、祝祭日を含む。）とする。 

保存期間終了後の検査試料は、関係法令を遵守して乙が廃棄する。 

注）試料等廃棄チェックリスト参照。 

(６) 検査結果算出過程に作成した資料の保存等 

野帳、チャート類、機器の整備に係る記録等は、その保存期間の短縮について甲の指示及

び了解があった場合を除き、５年間保存とする。 

また、これらの資料について甲からの要請があった場合には速やかに提出する。 

 (７) 乙への立入検査 

上記(1)～(6)の事項及び設備状況等について確認するため、甲（甲から委嘱を受けた専門

家を含む）は、随時に乙への立入検査を実施できるものとする。 

（８）クロスチェック 

甲は、指定した給水栓水についてクロスチェックを行うことができる。 

この場合、乙は、乙が準備した採水容器にクロスチェック用の試料を通常の検査試料と同

時に採水を行い、甲に提出する。 

 

３ 提出書類   

（１）提出書類一覧表 

名称 部数 提出期限等 

業務委託着手届 ２ 契約確定日 

従事者等届 ２  

契約締結後１０日以内 

 

 

経歴書 ２ 

業務委託計画書 ２ 

職務分担表 ２ 

水質検査業務委託報告書 ２ 各採水日から２週間以内 

業務委託完了届 ２ 請求単位区分終了後速やかに 

請求書 ２ 請求単位区分検査終了後速やかに 

打合せ議事録 １ 必要の都度 

  

（２）乙は、指定の期日までに表に示す書類を作成し、甲に提出する。 

なお、甲が別途他の書類の提出を求めた場合は、当該書類を提出する。 

（３）乙は、提出した書類に変更が生じたときは、直ちに変更した書類を甲に提出する。 

ただし、提出期限等については、土、日曜日及び祝日は含まないものとする。 

 

４ 安全管理   

（１）乙は、本業務委託に係る事故の防止と安全確保のための必要な処置を講じること。 

（２）本業務委託施行中、交通の妨害となる行為、又は公衆に迷惑を及ぼす行為がないよう、交
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通及び保安上十分な注意を図ること。特に冬期における採水では、凍結防止のため車道及び

歩道に水が残らないように努めること。 

（３）本業務委託施行中に事故が発生したときは、直ちに業務を中断して応急処置を講じるとと

もに、その拡大防止に努め、事故の原因、経過及び被害内容を甲に報告すること。 

 

５ 支払方法   

（１）支払回数 

注）自らの事業体における内容を記載する。 

（２）請求方法 

注）自らの事業体における内容を記載する。 

 

６ そ の 他   

（１）資料の提供 

    本業務委託に必要な資料は貸与する。資料が外部に漏洩しないよう管理し、作業完了後 

速やかに甲に返却すること。また、作業の便宜上、複写した場合は作業終了後に速やかに 

処分すること。 

 

（２）打合せ 

契約締結後、直ちに下記担当部署と打合せを行うこと。 

（３）契約の確定時期 

本契約は、平成○年度の当局予算が平成○年○月○日までに○○県○○市議会で可決され

た場合において、平成○年○月○日に確定される。 

 

７ 担当部署   

○○県○○市… 

担当者 ○○○○ 

電話 




